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9
月　
日
は

警
察
相
談
の
日

　

9
月
11
日
は『
警
察
相
談
の
日
』で
す
。
警

察
で
は
、
身
の
回
り
に
お
け
る
不
安
な
出
来

事
な
ど
、
生
活
の
安
全
に
関
す
る
幅
広
い
相

談
を
警
察
相
談
専
用
電
話
で
随
時
受
け
て
い

ま
す
の
で
、
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
緊
急
の
事
件
や
事
故
の
場
合
は
1

1
0
番
し
て
く
だ
さ
い
。

●
警
察
相
談
専
用
電
話
番
号
／
♯
9
1
1
0

（
ダ
イ
ヤ
ル
回
線
の
場
合
は\

0
1
5
4^

23^

9
1
1
0
）

●
問
い
合
わ
せ
／
厚
岸
警

察
署\

52^

0
1
1
0

高
齢
者
・
障
害
者
の

人
権
あ
ん
し
ん
電
話
相
談

　

釧
路
地
方
法
務
局
と
釧
路
人
権
擁
護
委
員

連
合
会
で
は
、
『
高
齢
者
・
障
害
者
の
人
権

あ
ん
し
ん
電
話
相
談
』
を
次
の
日
程
で
行
い

ま
す
。

　

高
齢
者
・
障
害
者
に
対
す
る
虐
待
等
の
人

権
侵
害
行
為
に
つ
い
て
は
、
そ
の
被
害
を
外

部
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
り
、
身

近
に
相
談
で
き
る
人
が
い
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
潜
在
化
し
や
す
い
人
権
問
題

を
解
決
す
る
た
め
、
釧
路
地
方
法
務
局
職
員

と
釧
路
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
所
属
の
人
権

擁
護
委
員
が
電
話
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

●
期
間
／
9
月
6
日Z

か
ら
12
日M

●
時
間
／
8
時
30
分
か
ら
19
時
（
6
日Z

・

12
日M

は
10
時
か
ら
17
時
）

●
相
談
・
問
い
合
わ
せ
／
釧
路
地
方
法
務
局

人
権
擁
護
課\

0
1
5
4^

31^

5
0
1
4

自
衛
隊
で
は
意
欲
の
あ
る

若
者
を
求
め
て
い
ま
す

　

防
衛
省
で
は
平
成
22
年
4
月
採
用
の
防
衛

医
科
大
学
生
、
防
衛
大
学
生
、
看
護
学
生
を

募
集
し
ま
す
。
試
験
日
な
ど
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
応
募
資
格
／
▽
防
衛
医
科
大
学
、
防
衛
大

学
＝
高
校
卒
業
（
見
込
み
含
む
）
者
で
21
歳
未

満
の
人　

▽
看
護
学
生
＝
高
校
卒
業
（
見
込

み
含
む
）
者
で
24
歳
未
満
の
人

●
受
付
期
間
／
9
月
7
日X

か
ら
10
月
2
日

N

ま
で

●
問
い
合
わ
せ
／
自
衛
隊
帯
広
地
方
協
力
本

部
釧
路
出
張
所\

0
1
5
4^

22^

1
0
5

3
、
役
場
総
務
係\

内
線
212

釧
路
高
等
技
術
専
門
学
院

平
成　

年
度
学
生
募
集

　

北
海
道
立
釧
路
高
等
技
術
専
門
学
院
で
は
、

釧
路
・
根
室
地
域
に
お
け
る
産
業
界
で
の
担

い
手
と
な
る
技
術
者
や
技
能
者
を
育
成
し
て

い
ま
す
。

　

平
成
22
年
度
の
学
生
を
募
集
し
ま
す
の
で
、

詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

●
募
集
科
目
・
定
員
／
電
気
工
学
科
、
建
築

技
術
科
、
自
動
車
整
備
科
・
各
科
20
人

●
訓
練
期
間
／
2
年

●
問
い
合
わ
せ
／
釧
路
高
等
技
術
専
門
学
院

\

0
1
5
4^

57^

8
0
1
1

防
火
管
理
者
資
格
取
得

講
習
会
を
行
い
ま
す

　

/

日
本
防
火
協
会
で
は
『
甲
種
防
火
管
理

者
資
格
取
得
講
習
及
び
甲
種
防
火
管
理
者
再

講
習
』
を
行
い
ま
す
。
受
講
申
請
書
は
厚
岸

消
防
署
に
あ
り
ま
す
の
で
、
受
講
を
希
望
す

る
人
は
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
講
習
日
／
▽
9
月
30
日V

、
10
月
1
日B

甲
種
防
火
管
理
者
資
格
取
得
講
習

▽
10
月
2
日N

　

甲
種
防
火
管
理
者
再
講
習

●
会
場
／
遠
矢
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

（
釧
路
町
河
畔
7^

52^

1
）

●
申
込
期
間
／
9
月
7
日X

か
ら
18
日N

●
定
員
／
1
5
0
人
（
申
込
期
間
内
で
も
定

員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
）

●
受
講
料
／
▽
甲
種
防
火
管
理
者
資
格
取
得

講
習  

6
、
0
0
0
円（
テ
キ
ス
ト
代
含
む
）

▽
甲
種
防
火
管
理
再
講
習　

5
、
0
0
0
円

（
テ
キ
ス
ト
代
含
む
）

●
問
い
合
わ
せ
／<

北
海
道
消
防
設
備
協
会

\

0
1
1^

2
0
5^

5
9
5
1
、
厚
岸
消

防
署\

52^

5
1
1
1

生
活
に
役
立
つ
身
近
な

法
律
知
識
を
学
び
ま
せ
ん
か

　

10
月
1
日
は『
法
の
日
』で
す
。

　

釧
路
地
方
・
家
庭
裁
判
所
で
は
、『
役
立
つ

法
律
豆
知
識
』
と
題
し
た
講
座
を
行
い
ま
す
。

　

釧
路
地
方
法
務
局
、
釧
路
弁
護
士
会
、
釧

路
地
方
検
察
庁
、
法
テ
ラ
ス
釧
路
地
方
事
務

所
、
釧
路
地
方
裁
判
所
の
5
機
関
が
リ
レ
ー

方
式
に
よ
り
、
日
ご
ろ
皆
さ
ん
が
疑
問
に
思

っ
て
い
る
こ
と
や
知
っ
て
お
く
と
役
に
立
つ

こ
と
な
ど
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
ま
す
。

●
日
時
／
10
月
1
日B

18
時
か
ら
20
時

●
場
所
／
釧
路
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
『
ま

な
ぼ
っ
と
』

●
内
容
／
筆
界
特
定
制
度
・
成
年
後
見
制
度
・

被
害
者
支
援
制
度
等
に
つ
い
て
、
養
育
費
に

つ
い
て
、
裁
判
員
に
選
ば
れ
る
ま
で

●
参
加
費
／
無
料

●
定
員
／
先
着
70
人

●
締
め
切
り
／
9
月
30
日V

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／
釧
路
地
方
裁

判
所\

0
1
5
4^

41^

4
1
7
1

講
習
会

講
座

募
集

相
談

11
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